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＜審議対象事業所＞

○ グループホームむつみ

（参考資料 Ｐ１，３～5）

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

令和６年6月１日 指定更新予定

運営法人 ：株式会社ケアネット徳洲会

○ 松戸ナーシングヴィラそよ風

（参考資料 Ｐ１，6～8）

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

令和６年7月１日 指定更新予定

運営法人 ：株式会社SOYOKAZE

地域密着型サービス事業者等の指定等について １
【審議をお願いすること】



3

＜審議対象事業所＞

○ 松戸グループホームそよ風

（参考資料 Ｐ１，9～11）

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

令和６年7月１日 指定更新予定

運営法人 ：株式会社SOYOKAZE

地域密着型サービス事業者等の指定等について 2
【審議をお願いすること】

以上3事業所について、いずれも指定に係る申請書類の確認や

事前の運営指導において、問題のないことを確認しているため、

指定をしたい。
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○ 新規指定

居宅介護支援 3件 （参考資料 P2）

○ 指定更新

地域密着型通所介護 7件 （参考資料 P１）

居宅介護支援 ７件 （参考資料 P2）

地域密着型サービス事業者等の指定等について 3
【報告】

新規指定3事業所について、指定に係る申請書類に問題ないこと

を確認済み。

また、指定更新事業所について、更新に先立ち実施した運営指導

において、基準上問題ないものと判断し、指定更新済み。



地域密着型サービス等指定対象事業所一覧（今回対象分）
【新規指定】
対象事業所なし

【指定更新】

1．(介護予防)認知症対応型共同生活介護

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

参考資料

1
グループホームむつ
み

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾑﾂﾐ
株式会社ケアネッ
ト徳洲会

松戸市六実一丁
目47番地の2

18
平成18年  6月 1日
令和  6年  6月 1日

六実六高台 令和12年5月31日 P1、3～5

2
松戸ナーシングヴィ
ラそよ風

ﾏﾂﾄﾞﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗｿﾖｶ
ｾﾞ

株式会社
SOYOKAZE

松戸市常盤平五
丁目24番地の2

17
平成24年  7月 1日
令和  6年  7月 1日

常盤平 令和12年6月30日 P1、6～8

3
松戸グループホーム
そよ風

ﾏﾂﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｿﾖｶ
ｾﾞ

株式会社
SOYOKAZE

松戸市馬橋530
番地の2

18
平成24年  7月 1日
令和  6年  7月 1日

馬橋西 令和12年6月30日 P1、9～11

【指定更新/報告】

1.地域密着型通所介護

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

1
デイサービスにぶん
のいち

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾆﾌﾞﾝﾉｲﾁ 合同会社みのり
松戸市稔台一丁
目3番地の17

10
平成28年  4月1日
令和  6年  3月1日

明第一 令和12年2月28日

2
リハビリデイサービス
nagomi松戸北小金店

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾏﾂﾄﾞ
ｷﾀｺｶﾞﾈﾃﾝ

株式会社　大地
松戸市小金清志
町三丁目57番地
の1

18
平成30年3月1日
令和  6年3月1日

小金 令和12年2月28日

3 楽楽館 ﾗｸﾗｸｶﾝ 株式会社楽楽館
松戸市新松戸七
丁目536番地の1

12
平成28年4月1日
令和  6年4月1日

新松戸 令和12年3月31日

4
松戸地域福祉事業
所デイサービスあじ
さい

ﾏﾂﾄﾞﾁｲｷﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳ
ｼｮﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｱｼﾞｻｲ

労働者協同組合労
協センター事業団

松戸市金ケ作
203番地

15
平成28年4月1日
令和  6年4月1日

常盤平 令和12年3月31日

5
デイサービスセン
ター風花

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾌｳｶ 有限会社ATG
松戸市根本416
番地の1松戸ｼ
ﾃｨﾊｳｽ

10
平成28年4月1日
令和  6年4月1日

明第一 令和12年3月31日

6 楽楽館２号館 ﾗｸﾗｸｶﾝ2ｺﾞｳｶﾝ 株式会社楽楽館
松戸市新松戸五
丁目200番地

12
平成28年4月1日
令和  6年4月1日

新松戸 令和12年3月31日

7 リハぷらざしんまつど ﾘﾊﾌﾟﾗｻﾞｼﾝﾏﾂﾄﾞ
株式会社めいとケ
ア

松戸市新松戸三
丁目89番地の4
石井ビル1階

10
平成28年4月1日
令和  6年4月1日

新松戸 令和12年3月31日

資料No.1 （参考資料）
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【新規指定/報告】

１．居宅介護支援

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員 開設年月日 生活圏域
有効期間満了年

月日

1
Runケア居宅介護支
援事業所

ﾗﾝｹｱｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞ
ｷﾞｮｳｼｮ

株式会社Runケア
松戸市東松戸四
丁目８番地の６

令和6年4月1日 令和12年3月31日

2 ケアセンターじゅえん ｹｱｾﾝﾀｰｼﾞｭｴﾝ ヒロ株式会社
松戸市三矢小台
三丁目９番地の
10

令和6年4月1日 令和12年3月31日

3
おんだケアプランセ
ンター

ｵﾝﾀﾞｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
医療法人社団青雲
会

松戸市馬橋1828
番地の3

令和6年5月1日 令和12年4月30日

【指定更新/報告】

１．居宅介護支援

番号 事業所名称 事業所名称（カナ） 開設者名称 事業所所在地 利用定員
開設年月日

指定更新年月日
生活圏域

有効期間満了
年月日

1
あおばケアプラン
サービス

ｱｵﾊﾞｹｱﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ 株式会社あおば
松戸市新松戸三
丁目44番地

平成18年3月1日
令和  6年3月1日

令和12年2月28日

2
ケアンド松戸居宅介
護支援センター

ｹｱﾝﾄﾞﾏﾂﾄﾞｷｮﾀｸｶｲｺﾞ
ｼｴﾝｾﾝﾀｰ

地域医療福祉支援
サービス株式会社

松戸市日暮六丁
目32番地

平成30年3月1日
令和  6年3月1日

令和12年2月28日

3 ミント支援センター ﾐﾝﾄｼｴﾝｾﾝﾀｰ 有限会社ミント
松戸市千駄堀
1484番地の23

平成18年4月1日
令和  6年4月1日

令和12年3月31日

4
あい訪問看護ステー
ション居宅介護支援
事業所

ｱｲﾎｳﾓﾝｶﾝｺﾞｽﾃｰｼｮﾝ
ｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳ
ｼｮ

医療法人社団緑星
会

松戸市常盤平一
丁目20番地の4

平成18年4月1日
令和  6年4月1日

令和12年3月31日

5 葵介護サービス ｱｵｲｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ
有限会社居宅介護
事業所葵

松戸市横須賀二
丁目21番地の11

平成22年11月1日
令和  6年 4月1日

令和12年3月31日

6
マネージャー思いや
り

ﾏﾈｰｼﾞｬｰｵﾓｲﾔﾘ
社会福祉法人気づ
き

松戸市六高台三
丁目85番地

平成30年4月1日
令和  6年4月1日

令和12年3月31日

7
松峰苑居宅介護支
援事業所

ｼｮｳﾎｳｴﾝｷｮﾀｸｶｲｺﾞｼ
ｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

社会福祉法人松峰
会

松戸市高塚新田
488番地の9

平成30年4月1日
令和  6年4月1日

令和12年3月31日
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指定更新審査報告票No.１ 運営法人　　　　　　 株式会社ケアネット徳洲会
事業所の名称　   　グループホームむつみ
事業所の所在地　　松戸市六実一丁目４７番地の２

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護
指定更新予定年月日 令和６年６月１日
生活圏域 六実六高台地区
立地条件 新京成電鉄「元山駅」下車徒歩15分
共同生活住居数 ２ユニット
利用者数（定員） 18人
代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
常勤兼務２名
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準
①計画作成担当者の勤務体制 ①非常勤兼務１名（介護従業者を兼務）

②従業員の職種・員数
②介護従業者  １ユニット目　（常勤）専従５名　兼務２名　（非常勤）兼務１名　　　　常勤換算5.5名

２ユニット目　（常勤）専従５名　兼務１名　（非常勤）専従１名　　　　常勤換算5.2名
③勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニット毎に夜勤１名を配置。
設備の基準
①居間及び食堂 ① １ユニット目141.82㎡　２ユニット目141.82㎡
②居室の状況 ② 全室個室　13.11㎡
③設備・備品 ③ 消火器、火災通報装置、自動火災報知設備、スプリンクラー等を設置。
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者）を配置。

協力医療機関等
医科：医療法人徳洲会　千葉西総合病院
歯科：医療法人社団高輪会　八千代デンタルクリニック

協力施設 医療法人徳洲会　介護老人保健施設　シルバーケア鎌ケ谷

利用料（自己負担分）
敷金なし、室料75,000円/月、食材料費800円/日（朝150円/回・昼300円/回・夕300円/回・おやつ50円）、水道光熱費22,000円/月、
施設維持管理費14,000円/月　理美容代、おむつ代、その他日用品等　実費
(市内平均　室料月74,315円　食材料費月39,808円　光熱水費月23,883円)

他市町村の利用者 なし
検討を要する事項 なし

加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし
夜間勤務条件基準 基準型 医療連携体制加算Ⅱ なし

職員の欠員による減算の状況 なし 認知症専門ケア加算 なし
身体拘束廃止取組の有無 基準型 認知症チームケア推進加算 なし

高齢者虐待防止措置実施の有無 基準型 科学的介護推進体制加算 あり
業務継続計画策定の有無 基準型 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ なし

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ なし
生産性向上推進体制加算 加算Ⅱ

夜間支援体制加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅱ
若年性認知症利用者受入加算 あり 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
利用者の入院期間中の体制 対応可 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ

看取り介護加算 あり 介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
医療連携体制加算Ⅰ 加算Ⅰハ

３ユニットの事業所が夜勤職員を
２以上とする場合

なし
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グループホームむつみ(１階)　平面図
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グループホームむつみ(２階)　平面図
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指定更新審査報告票No.２ 運営法人　　　　　　 株式会社SOYOKAZE
事業所の名称　   　松戸ナーシングヴィラそよ風
事業所の所在地　　松戸市常盤平五丁目２４番地の２

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護
指定更新予定年月日 令和６年７月１日
生活圏域 常盤平地区
立地条件 新京成線「五香駅」より徒歩７分
共同生活住居数 ２ユニット
利用者数（定員） 17人
代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
常勤兼務１名（各ユニットの介護従業者を兼務）
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準
①計画作成担当者の勤務体制 ①常勤兼務２名（管理者兼務1名、介護従業者兼務1名）　

②従業員の職種・員数
②介護従業者  １ユニット目　（常勤）専従２名　兼務２名　（非常勤）専従６名　　　　常勤換算5.6名
　　　　　　　　　　２ユニット目　（常勤）専従２名　兼務１名　（非常勤）専従５名　　　　常勤換算5.8名

③勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニット毎に夜勤１名を配置。
設備の基準
①居間及び食堂 ①　居間及び食堂　１ユニット目29.56㎡　２ユニット目29.56㎡
②居室の状況 ②　全室個室　9.46㎡～10.04㎡　
③設備・備品 ③　消火器、火災通報装置、自動火災報知設備、スプリンクラーを設置。
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（施設長、管理者）を配置。

協力医療機関等
医科：医療法人社団和啓会　メディクス松戸クリニック
歯科：医療法人社団デンタルケアコミュニティ　フォレストデンタルクリニックあやせ院、医療法人愛育会　やばしら歯科

協力施設 社会福祉法人六高台福祉会　特別養護老人ホーム松寿園

利用料（自己負担分）
敷金140,000円、室料70,000円/月、食材料費1,500円/日（朝食300円、昼食500円、夕食700円）、光熱水費等35,000円/月
理美容代、おむつ代、その他日用品等　実費
(市内平均　室料月74,315円　食材料費月39,808円　光熱水費月23,883円)

他市町村の利用者 なし
検討を要する事項 なし

【加算体制届出状況（参考）】
加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

夜間勤務条件基準 基準型 医療連携体制加算Ⅱ なし
職員の欠員による減算の状況 なし 認知症専門ケア加算 なし

身体拘束廃止取組の有無 基準型 認知症チームケア推進加算 なし
高齢者虐待防止措置実施の有無 基準型 科学的介護推進体制加算 なし

業務継続計画策定の有無 基準型 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ なし
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ なし

生産性向上推進体制加算 なし
夜間支援体制加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅰ

若年性認知症利用者受入加算 あり 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
利用者の入院期間中の体制 対応可 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅰ

看取り介護加算 あり 介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
医療連携体制加算Ⅰ 加算Ⅰハ

３ユニットの事業所が夜勤職員を
２以上とする場合

なし
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松戸ナーシングヴィラそよ風(１階)　平面図
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松戸ナーシングヴィラそよ風(２階)　平面図

　

未使用

９人ユニット ８人ユニット
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指定更新審査報告票No.３ 運営法人 株式会社SOYOKAZE
事業所の名称　   　松戸グループホームそよ風
事業所の所在地　　松戸市馬橋５３０番地の２

審査項目 内　　容
指定更新を受けようとする事業所の種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護
指定更新予定年月日 令和６年７月１日
生活圏域 馬橋西地区
立地条件 ＪＲ常磐線「馬橋駅」より新京成バス「新松戸南小」バス停下車、徒歩3分
共同生活住居数 ２ユニット
利用者数（定員） 18人
代表者 厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を受講済。

管理者
常勤兼務１名
厚生労働大臣が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を受講済。

人員の基準
①計画作成担当者の勤務体制 ①非常勤兼務２名（各ユニットごとに配置、介護従業者を兼務）

②従業員の職種・員数
②介護従業者  １ユニット目　（常勤）専従３名　兼務２名　（非常勤）専従４名　兼務１名　　常勤換算4.7名

２ユニット目　（常勤）専従２名　兼務１名　（非常勤）専従５名　兼務１名　　常勤換算4.5名
③勤務体制 ③夜間及び深夜についてはユニット毎に夜勤１名を配置。
設備の基準
①居間及び食堂 ① １ユニット目40.59㎡　２ユニット目40.59㎡
②居室の状況 ② 全室個室　13.2㎡
③設備・備品 ③ 消火器、火災通報装置、自動火災報知設備、スプリンクラー等を設置。
苦情処理体制 苦情等に対応する常設の窓口を設置。苦情受付担当者（管理者）を配置。

協力医療機関等
医科：医療法人社団弘知会　わざクリニック
歯科：医療法人社団デンタルケアコミュニティ　フォレストデンタルクリニックあやせ院

協力施設 社会福祉法人貴陽福祉会　特別養護老人ホーム南花園

利用料（自己負担分）
敷金なし、室料70,000円/月、食材料費1,000円/日（朝250円/回・昼350円/回・夕400円/回）、水道光熱費35,000円/月、
理美容代、おむつ代、その他日用品等　実費
(市内平均　室料月74,315円　食材料費月39,808円　光熱水費月23,883円)

他市町村の利用者 なし
検討を要する事項 なし

【加算体制届出状況（参考）】
加算項目 算定あり／なし 加算項目 算定あり／なし

夜間勤務条件基準 基準型 医療連携体制加算Ⅱ なし
職員の欠員による減算の状況 なし 認知症専門ケア加算 なし

身体拘束廃止取組の有無 基準型 認知症チームケア推進加算 なし
高齢者虐待防止措置実施の有無 基準型 科学的介護推進体制加算 なし

業務継続計画策定の有無 基準型 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ なし
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ なし

生産性向上推進体制加算 なし
夜間支援体制加算 なし サービス提供体制強化加算 加算Ⅲ

若年性認知症利用者受入加算 あり 介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ
利用者の入院期間中の体制 対応可 介護職員等特定処遇改善加算 加算Ⅱ

看取り介護加算 あり 介護職員等ベースアップ等支援加算 あり
医療連携体制加算Ⅰ 加算Ⅰハ

３ユニットの事業所が夜勤職員を
２以上とする場合

なし
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松戸グループホームそよ風(１階)　平面図
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松戸グループホームそよ風(２階)　平面図
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No. 加算項目 内容

1 高齢者虐待防止措置実施の有無
虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開
催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。

2 業務継続計画策定の有無

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体
的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
なお、訪問系サービス及び居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

3 認知症チームケア推進加算
認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時
からの取組を推進する観点から、新たな加算が設けられた。

4 高齢者施設等感染対策向上加算
高齢者施設等については、施設内での感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の
上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることか
ら、医療機関との連携体制を構築している取り組み等を評価する新たな加算が設けられた。

5 生産性向上推進体制加算
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、利用者の安全・サービスの質の確
保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置、介護ロボットや、見守り機器等のテク
ノロジーを導入し、業務改善を継続的に行うことを評価する新たな加算が設けられた。

令和６年度　市が指定・指導を行うサービスの介護報酬改定等による主な新規の加算及び減算

（令和6年4月施行）
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